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【手続補正書】
【提出日】平成22年12月9日(2010.12.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遠位端および近位端を有する細長い本体と、
　前記細長い本体の前記遠位端における、角膜移植片を中に保持するように構成された保
持空間であって、前記細長い本体の頂部遠位部分と底部遠位部分との間に規定される保持
空間と、
　前記細長い本体の前記頂部遠位部分を通るスロットであって、前記細長い本体の前縁ま
で延在するスロットとを備える、角膜移植片の挿入システム。
【請求項２】
　請求項１に記載の挿入システムにおいて、前記保持空間が、前記挿入器によって送達さ
れる前記角膜移植片の直径よりも２０パーセント増し以下の幅を有する挿入システム。
【請求項３】
　請求項１に記載の挿入システムにおいて、前記細長い本体の前記頂部遠位部分が前記前
縁に向かって下向きに傾斜している挿入システム。
【請求項４】
　請求項１に記載の挿入システムにおいて、前記前縁が半円である挿入システム。
【請求項５】
　請求項１に記載の挿入システムにおいて、前記細長い本体の前記遠位部分を通る底部ス
ロットをさらに備える挿入システム。
【請求項６】
　請求項５に記載の挿入システムにおいて、前記底部スロットが、前記細長い本体の前記
前縁まで延在し、前記頂部遠位部分を介して前記スロットとほぼ整列された挿入システム
。
【請求項７】
　請求項１に記載の挿入システムにおいて、前記細長い本体が材料の単一片から作られる
挿入システム。
【請求項８】
　請求項７に記載の挿入システムにおいて、前記材料がチタンを含む挿入システム。
【請求項９】
　請求項１に記載の挿入システムにおいて、前記細長い本体が前記遠位端付近に湾曲部分
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を有する挿入システム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の挿入システムにおいて、前記細長い本体の前記湾曲部分が角膜の曲率
にほぼ適応する挿入システム。
【請求項１１】
　請求項９に記載の挿入システムにおいて、前記細長い本体が前記湾曲部分に近接した曲
げ部分を有する挿入システム。
【請求項１２】
　請求項１に記載の挿入システムにおいて、前記細長い本体を通り、前記保持空間から前
記近位端まで延在するチャネルをさらに備える挿入システム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の挿入システムにおいて、前記チャネルを流体送達デバイスに接続す
る、前記細長い本体の前記近位端に取り付けられたルアーロックをさらに備える挿入シス
テム。
【請求項１４】
　請求項１に記載の挿入システムにおいて、前記細長い部材の前記保持空間内で保持され
る角膜移植片をさらに含む挿入システム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の挿入システムにおいて、前記角膜移植片が１ｍｍから７ｍｍの直径
を有する挿入システム。
【請求項１６】
　請求項１５に記載の挿入システムにおいて、前記保持空間が、前記角膜移植片の直径よ
りも２０パーセント増し以下の幅を有する挿入システム。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の挿入システムにおいて、前記細長い本体の前記遠位端上に配置され
るキャップをさらに備え、前記キャップが前記細長い本体の前記保持空間をほぼ取り囲む
挿入システム。
【請求項１８】
　請求項１７に記載の挿入システムにおいて、少なくとも部分的に流体で充填された保管
容器をさらに備え、前記キャップおよび前記細長い本体の前記保持空間が前記流体に沈め
られる挿入システム。
【請求項１９】
　請求項１８に記載の挿入システムにおいて、前記流体が生理食塩水を含む挿入システム
。
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